
第７ 高圧ガスの保安

産業用の燃料､原材料などに使用されている高圧ガスの法的規制は､高圧ガス保安法により､また､一

般家庭等で消費される液化石油ガス(ガス)の販売等に対する法的規制は､液化石油ガス法により､それ

ぞれ行われており､消防保安課では､二法に基づく製造や貯蔵､販売の許可・検査等を実施することに

より､高圧ガスによる事故や災害の防止に努めています｡

１ 高圧ガス保安法関係

（１）高圧ガス製造者等事業所数

高圧ガス保安法に基づき､許可､届出または登録されている事業所等の数は次のとおりです｡

表１ 平成 年度末25

区 分 第１種製造者 第２種製造者 販 売 所 第１種貯蔵所 第２種貯蔵所 容器検査所

１２７ ４０２ ２１６ ５８ ２５９ ９一 般 ガ ス

８２ １ ４７１ ３２ ２２ ３Ｌ Ｐ ガ ス

２１ ０ ７８ １７ １５ １一般ガス・ＬＰガス

２特 定 製 造 事 業 所

９４ １ ０５９ １７８冷 凍 ,

３２６ １ ４６２ ９４３ １０７ ２９６ １３計 ,

１ 第１種製造者(冷凍､特定製造事業所を除く｡)とは､処理量が ／日以上(不活性ガスの場合は､. 100㎥
／日以上)の事業所をいい､第２種製造者とは､処理量が ／日未満(不活性ガスの場合は､300 100㎥ ㎥
／日未満)をいう｡なお､冷凍の場合の第１種製造者とは､冷凍能力が トン ／日以上(フルオ300 20㎥ ㎥

㎥ ㎥ローカーボンの場合は､ トン ／日以上)の事業所をいい､第２種製造者とは､冷凍能力が トン50 20
／日未満(フルオローカーボンの場合は､ トン ／日未満)の事業所をいう｡また､特定製造事業所と50 ㎥
は､処理量が 万 ／日以上の事業所をいう｡100 ㎥

２ 第１種貯蔵所とは､貯蔵量が ／日以上(不活性ガスの場合は､ ／日以上)の事業所をい. 1,000 3,000㎥ ㎥
い､第２種貯蔵所とは､貯蔵量が ／日未満(不活性ガスの場合は､ ／日未満)の事業所を1,000 3,000㎥ ㎥
いう｡

（２）許可等の実績

高圧ガス保安法に基づき､県で処理した許可､届出及び登録の件数は次のとおりです｡

表２ 平成 年度25

第 １ 種 製 造 者 第 １ 種 貯 蔵 所 容器検査所
区 分 販 売 所

製造許可 変更許可 許 可 変更許可 の 登 録

７ ５６ ２３ ２ ３ ２一 般 ガ ス

１ ２７ ７ ０ ３ ０Ｌ Ｐ ガ ス

０ ０ １ １ ０ ０一般ガス・ＬＰガス

１ ２ ２ ０ ０ ０冷 凍

９ ８５ ３３ ３ ６ ２計
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（３）各種検査の実施状況

ア 完成検査

完成検査は､許可施設の完成時に施設が申請どおりに施工されているかどうかを検査するも

のです｡

なお､施設は完成検査に合格した後でないと使用できないことになっています｡

表３ 各年度末計

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

５０一 般 ガ ス ５４ ５１ ９９ ５６

３０Ｌ Ｐ ガ ス ３２ ４４ ２７ ３５

２冷 凍 ２ ４ ３ ３

８２合 計 ８８ ９９ １２９ ９４

イ 保安検査

保安検査は､製造許可施設の完成検査合格時における内容が､基準どおり維持されているか否

かを検査・確認するもので製造許可施設は､１年に１回(冷凍施設にあっては３年に１回)この

検査を受けなければなりません｡

表４ 各年度末計

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

４７一般ガス（県実施分） ４９ ５１ ４９ ５５

２９ＬＰガス（県実施分） ３４ ２９ ３０ ３０

６冷 凍（県実施分） ９ ５ １０ ９

８２合 計 ９２ ８５ ８９ ９４

ウ 高圧ガス輸送車両の路上点検

高圧ガス輸送車両の路上点検は､タンクローリーなどによる高圧ガスの移動が､基準どおり､

適切に行われているかを路上において点検・確認するものです｡

過去５年間では､警戒標の不備、消火設備の不備などの違反があり､これについては､十分な

改善指導を行っています｡

表５ 各年度末計

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

３６点 検 台 数 ４２ ４５ ２９ ４０

１１違 反 台 数 ２２ ６ １１ ９

エ 輸入検査

輸入検査は､高圧ガスを輸入した者が受けるべき検査であり、輸入した高圧ガス及びその容

器が基準に適合しているか否かを検査・確認するもので、不適合の場合は国内での移動は認め

られません。
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本県では、平成２０年度から小名浜港において実施しています。

表６ 年度末計

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度22 23 24 25

０一般ガス（県実施分） ２３ ０ ３

０ＬＰガス（県実施分） ０ ０ ０

０冷 凍（県実施分） ０ ０ ０

０合 計 ２３ ０ ３

２ 液化石油ガス法関係

（１）液化石油ガス販売事業者等数

表６ 各年度末計

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

６５６販 売 事 業 者 数 ７１３ ７０１ ６９６ ７１５

７１１販 売 所 数 ７７５ ７６０ ７５６ ７２８

４２特定供給設備数 ５２ ５１ ５４ ５５

６６３保 安 機 関 数 ７１６ ７３０ ７３５ ７２７

特定液化石油ガス ９７６設備工事事業者数 １ １６８ １ １５０ １ １１５ ９９９, , ,

４１充 て ん 設 備 数 ３５ ３６ ３６ ３７

注)

１ 特定供給設備とは､液化石油ガスの供給のための設備で､その貯蔵能力が､ボンベの場合は３ト.

ン以上､貯槽又はバルク貯槽の場合は１トン以上の施設をいいます｡

２ 保安機関とはＬＰ､ ガスの一般消費者について､次の７項目の保安業務の全部又は一部を行う.

者で認定を受けている者をいいます｡

① 供給開始時点検・調査

② 容器交換時等供給設備点検

③ 定期供給設備点検

④ 定期消費設備調査

⑤ 周知

⑥ 緊急時対応

⑦ 緊急時連絡

３ 充てん設備とは､液化石油ガスの供給のための貯蔵設備である貯槽又はバルク貯槽に充てんす.

るための設備をいい､民生用バルクローリーと従来型バルクローリーの２種類がある｡
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（２）登録等の実績

表７ 各年度末計

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

販 売 事 業 の 登 録 ２ ７ ２ ０ ０

４２７保安機関の認定等 １８４ １９ １４ ３５

貯 蔵 施 設 等
３ ０ ３ ３ ３設 置 許 可 等

９充てん設備の許可等 ８ ６ ７ １１

（３）各種検査の実施件数

立入検査：県内の各販売店等について､台帳等の管理状態､貯蔵施設等の維持管理状況等の検査を

実施した件数です｡

完成検査：許可施設(貯蔵施設､特定供給設備､充てん設備)の完成時に施設等が申請どおり施工さ

れているかどうかを検査するものです｡

なお､施設等については､検査に合格した後でなければ使用できないことになっていま

す｡

保安検査：充てん設備の完成検査合格時における内容が基準どおり維持されているか否か１年に

１回検査・確認をするものです｡

表８ 各年度末計

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

１９４立 入 検 査 ３０８ ３００ １９３ １９３

１２完 成 検 査 １１ ６ ９ １５

保 安 検 査 １８ １８ １７ １９ １９
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３ 各種資格免状の交付実績

（１）製造保安責任者免状

製造保安責任者免状は､製造保安責任者試験に合格し､一定の要件を満たす者に対して与えられる

資格であり､法令で定める製造施設については､有資格者を置かなければなりません｡

免状の交付状況については､次のとおりです｡

表９ 各年度末計

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

１１
乙

新 規 交 付 １１ １４ ６ ８

種 ０
化

再 交 付 ０ ０ ０ ０

学 １１小 計 １１ １４ ６ ８

２２
丙

新 規 交 付 ５０ ３０ ２８ ２４

種 ２
化

再 交 付 １ ０ ２ ０

学 ２４小 計 ５１ ３０ ３０ ２４

丙
１６新 規 交 付 ５０ ４１ ４５ ５４

種
化

６再 交 付 ２ ０ １２ １
学
・
特

２２小 計 ５２ ４１ ５７ ５５
別

１０
乙

新 規 交 付 ２０ １８ １５ １９

種 １
機

再 交 付 ０ ０ ２ １

械 １１小 計 ２０ １８ １７ ２０

１８
二

新 規 交 付 ２０ ９ ２ ５

種
０冷 再 交 付 ０ ０ ５ ０

凍
１８小 計 ２０ ９ ７ ５

３２
三

新 規 交 付 ３９ ４４ ３４ ３８

種 ３
冷

再 交 付 １ ０ ４ １

凍 ３５小 計 ４０ ４４ ３８ ３９

１０９新 規 交 付 １９０ １５６ １３０ １４８

１２計 再 交 付 ４ ０ ２５ ３

１２１小 計 １９４ １５６ １５５ １５１
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（２）販売主任者・液化石油ガス設備士免状

販売主任者免状は､販売主任者試験に合格し､一定の要件を満たす者に与えられる資格で､法令

で定める販売営業施設については､有資格者を置かなければなりません｡

液化石油ガス設備士免状は､液化石油ガス設備士試験に合格するか､養成施設の講習課程を修了

した者等に与えられる資格で､液化石油ガス設備工事の作業に従事する者は､これを有しなければ

なりません｡

免状の交付状況については､次のとおりです｡

表 各年度末計10

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

３８新 規 交 付 ２８ ３３ １５ ２０

第

１販 一 再 交 付 ２ ０ １ ２

種

３９小 計 ３０ ３３ １６ ２２

売

１２５新 規 交 付 １２４ １３７ ８２ １３６

第

７主 二 再 交 付 ９ ６ １８ ７

種

１３２小 計 １３３ １４３ １００ １４３

任

１６３新 規 交 付 １５２ １７０ ９７ １５６

８者 計 再 交 付 １１ ６ １９ ９

１７１小 計 １６３ １７６ １１６ １６５

７８新 規 交 付 １０８ ８８ ７５ ８０

液化石

２２再 交 付 １３ ４ ２６ ２１

油ガス

４３書 換 え ４６ ３１ ３５ ４０

整備士

１４３小 計 １６７ １２３ １３６ １４１
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４ 事故の発生状況

（１）高圧ガス保安法関係事故

高圧ガスの事故件数は近年増加しており、容器の盗難の増加が大きな要因となっていますが、そ

れ以外の事故の件数も増加しています。 年度は 件発生し、そのうち 件は容器の盗難です｡25 21 15

表 各年度末計11

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

２１事 故 件 数 ３０ ３０ ２２ １０

０死者数 ０ １ ０ ０

死傷者数

２傷者数 １４ ３ ０ ４

（２）液化石油ガス法関係事故

ＬＰガス事故は､昭和 年以降の安全器具の普及により減少傾向にあり､特にガス事故の大半61

を占める消費者の不注意による事故が減少しています｡

しかし､全国的には平成 年以降急増しており、平成 年においても 件と高い水準とな18 24 206

っているため、安全器具と組み合わせて立ち消え安全装置付燃焼器具等､レベルの高い消費機器

への更新等が必要となっています｡その他､販売店の不注意による事故や設備工事に関する事故も

発生しているため､一層の法令遵守が必要です｡

表 各年度末計12

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

７事 故 件 数 ２ ５ ４ ６

２消費者の不注意 ０ １ ２ ２

原

１因 販売店の不注意 ０ １ ２ １

別

０内 自殺 含む未遂 ０ ０ ０ ０（ ）

訳

４そ の 他 ２ ３ ０ ３

０死 者 数 ０ ０ ０ ０

死傷者数

２傷 者 数 ４ １ ２ ０
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第８ 電気工事の保安

一般家庭等の電気工事の作業等の法的規制は､電気工事士法により､電気工事業を営む者に対する法

的規制は､電気工事業法により､それぞれ行われており､県民安全領域では､二法に基づく免状の交付や

営業の登録・検査等を実施することにより､電気工事による事故や災害の防止に努めています｡

１ 電気工事業法関係登録等の状況

電気工事業法に基づき､登録または届出された業者の数は次のとおりです｡

表 各年度末数13

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

７２６登録電気工事業者 ９８６ ６５４ ７７１ ７０６

８業 通知電気工事業者 ７ ７ ８ ７

６６８者 みなし登録電気工事業者 ７６２ ７１２ ６８５ ６８３

６数 みなし通知電気工事業者 ９ ９ ７ ６

１ ４０８合 計 １ ７６４ １ ３８２ １ ４７１ １ ４０２, , , , ,

６２新 規 登 録 ５９ ４２ ５４ ５１

登
登

６５登 録 更 新 ８１ １３０ ７９ ６４

録
録 (登録証訂正を伴う)

１４
・

登録事項変更届出 ６ １８ １０ ０

業 ３
届

登録証再交付 １ ４ １ ４

者 ２
等

承 継 届 出 ０ ０ ０ １

２３事業廃止届出 ４４ １８ ３４ ３１

１３２立 入 検 査 実 施 件 数 ２５３ １８２ １６４ １１６

97



２ 電気工事士法関係免状交付等の状況

第一種電気工事士免状は､電気工事士試験に合格するか､電気主任技術者免状等の交付を受けてい

る者が､一定の要件を満たした場合に与えられる資格であり､一般用電気工作物( ボルト以下の600

電圧)及び自家用電気工作物(一般用電気工事物以下)の電気工事に従事できます｡

第二種電気工事士免状は､電気工事士試験に合格するか､養成施設の講習課程を修了した者に与え

られる資格であり､一般用電気工作物のみの電気工事に従事できます｡

免状の交付状況については､次のとおりです｡

表 各年度末計14

平成 年度区 分 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度21 22 23 24 25

１３７新規交付 １５３ １４１ １４０ １５１

第一種電気
３４

工 事 士
再 交 付 ５７ ３０ ５２ ４８

免

２書 換 え ２ ５ ５ ３

１，０８５状 新規交付 １，０６３ １，０４４ ８２９ ９８５

第二種電気
９１工 事 士 再 交 付 ８０ ６５ １６４ １０４

１１書 換 え ７ ９ １４ １５
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第９ 火薬類の保安

県民安全総室では､火薬類取締法の規定に基づき､火薬類による災害を防止し､公共の安全を確保するこ

とを目的として火薬類の製造・販売・貯蔵・消費その他の取扱いについて規制しています｡

火薬類の取締については､県公安委員会等でも行っており､関係官庁は､多岐にわたっています｡

（１）取締対象

取締対象は､製造・販売・貯蔵・譲渡・譲受・輸入・消費・廃棄等であり､これらを行おうとする者は事前に県

等に対し､許可申請を行わなければなりません｡

なお､取締対象数及び許可数は次のとおりです｡

(取締対象数)

表15 (平成 .3.31現在)26

製造所 販売所 火薬庫 庫外貯蔵所 消 費 場 所
(煙火を除く)

１０２ ７０ １３１４ ７８

(許可数)

表16 (平成 年度)25

販 売 譲 受 許 可
譲渡許可 煙火消費許可

営業許可 火工品のみ 25㎏以下 25㎏超 計

３ ３２ ２９ ２２４ ２８５ １８７１
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（２）火薬類の消費状況

平成 年度における火薬類の消費状況は次のとおりです｡25

表17

区分 鉱山 石灰石 土木 採石 その他 計

52,040kg 89.4kg 52,129.4kg黒色火薬 0kg 0kg 0kg

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )爆 薬 1.5 t 201.6 t 119.9 t 931.1 t 38.5 t 1,292.6 t

（３）保安・立入検査実施状況

平成 年度における保安・立入検査実施状況は次のとおりです｡25

表18

庫外貯蔵所 煙 火
区分 販売所 消費場所 火薬庫 計

販売業者 消費者 製造所

３５ ３ ３８保 安

２９ ３５ ３５ ２０ ２２ ３ １４４立 入

２９ ３５ ７０ ２０ ２２ ６ １８２計
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